
１　取組方針策定の趣旨

２　現状

（１）　職種ごとの職員数・平均給与・平均年齢等のデータ
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（２）　（１）に対応する民間従業員のデータ
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（３）　その他給与に関する事項

給料表

346,200

壬生町の技能労務職員等の給与、職員数等の見直しに向けた取組方針

　平成１８年度の給与構造見直しの実施により給料水準を平均１．２％引き下げま
した。

※　「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

※　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
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　これまで効率的・効果的で無駄のない町政運営を実現するために、「壬生町集中改革プラン」に
基づき、定員管理の適正化、給与の適正化、民間委託の推進等に取り組んできました。
　しかしながら技能労務職員の給与については同種の民間企業の従業員に比べ、高額となって
いるのではないかとの指摘や批判があるところです。
　そこで、「壬生町の技能労務職員等の給与・職員数等の見直しに向けた取組方針」を策定し、
住民の理解と納得が得られる適正な給与制度・運用を目指し、財政の健全化を推進していくため
に計画的な職員数の削減を実現していきます。
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　壬生町技能労務職給料表（国家公務員の行政職俸給表（二）の１～４級に同じ）を
適用しています。
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※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成16～19年の３ヵ年平均）

※　壬生町職員の年収ベース（Ｂ）及び民間の年収ベース（Ｄ）のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公
　務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値
　です。

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも
　のではありません。
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手当

昇給

３　基本的な考え方

４　具体的な取組内容

給料表

手当

昇給

５　その他

公営企業会計の技能労務職員について

職員数・平均給与・平均年齢等のデータ
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　平成１９年４月から、能力・業績に基づく人事評価制度の試行を開始し、技能労務
職員については平成２１年度から人事評価制度の本格実施となり、勤務成績に応
じた昇給を実施する予定です。

　５５歳昇給抑制を実施しており、昇給幅を５５歳以下の職員の半分としています。
　平成１９年度は勤務成績証明書により、３段階の評価を実施し、勤務成績に基づ
き昇給号給数を決定しています。４号給（５５歳を超える場合は２号給）を標準として
昇給しています。

　扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手
当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当を該当者に支給しています。

　清掃職員に対して、じん芥収集及び処理職員の特殊勤務手当（日額８００円、対
象職員数２名）を支給しています。

　財政の健全化を推進していくために平成１７年度に策定した「壬生町定員適正化計画」に基
づき、組織の合理化や職員配置の見直し等により計画的に職員数を削減しているところで
す。
　「壬生町定員適正化計画」において、技能労務職員については原則として退職者不補充と
しています。技能労務職員の退職欠員分の業務については、臨時職員等の有効活用、民間
委託により対応していきます。

　現在、清掃職員に対して支給しているじん芥収集及び処理職員の特殊勤務手当
を平成２１年度から廃止を予定しています。

48.8 2 267,350 291,531 4,818,102

　現在、水道事業の技能労務職員は配水場維持管理業務に従事している技手が２名と
なっています。

　現在、国家公務員の行政職俸給表（二）と同じ給料表を適用しており、今後も継続
していきます。

年収ベース

　給料表、手当、昇給については町の技能労務職員と同様の取扱いとしています。浄水場
管理人の特殊勤務手当が制度上ありますが、現在、支給対象職員はいません。
　今後の取組方針としては、町の技能労務職員と同様に退職者不補充とします。配水場
維持管理業務については、民間委託を検討していきます。
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